
⑫タウントピックス

　  

平
成
30
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
方

　
平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
、
那
須
町

に
住
所
が
あ
り
、
平
成
30
年
中
に
所
得

（
収
入
）
が
あ
る
方
は
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

 

・
事
業
所
得（
営
業
・
農
業
）、
不
動
産

　
所
得
、譲
渡
所
得
、一
時
所
得
、雑
所

　
得
等
が
あ
る
方

 

・
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

　
が
あ
る
方
、
ま
た
は
２
カ
所
以
上
か

　
ら
給
与
を
受
け
た
方

 

・
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
受
け
な

　
か
っ
た
方 

（
中
途
退
職
さ
れ
た
方
等
）

 

・
給
与
所
得
者
で
、
年
末
調
整
で
は
控

　
除
で
き
な
い
医
療
費
控
除
や
住
宅
借

　
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け
る
方

  

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額

が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場

合
に
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必

要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
的
年
金

の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い

次
の
各
種
控
除
を
受
け
る
方
は
町
県

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
（
申
告
が
な

い
場
合
、
町
県
民
税
が
高
く
計
算
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

 

・
年
金
天
引
き
以
外
で
支
払
っ
た
社

　
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
税
や
後

　
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険

　
料
等
）が
あ
る
方

 

・
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
を
支

　
払
っ
た
方

 

・
配
偶
者
や
扶
養
親
族
の
控
除
を
す
る
方

 

・
本
人
ま
た
は
控
除
対
象
配
偶
者
、
扶

　
養
親
族
が
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

 

・
寡
婦
も
し
く
は
寡
夫
の
方
（
寡
夫
は

　
扶
養
親
族
で
あ
る
子
が
い
る
場
合
）

 

・
医
療
費
控
除
、
寄
付
金
控
除
、
住
宅

　
借
入
金
等
特
別
控
除
を
す
る
方
な
ど

　所
得（
収
入
）が
な
く
て
も
町
県
民
税     

　の
申
告
が
必
要
な
方

　
所
得
が
な
い
人
の
申
告
は
、
税
務
課

ま
た
は
各
支
所
で
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

 

・
児
童
手
当
等
の
各
種
手
当
ま
た
は

　
給
付
金
を
受
け
る
方
や
、
国
民
年
金

　
の
免
除
申
請
を
す
る
方

 

・
所
得
証
明
書
や
非
課
税
証
明
書
が

　
必
要
な
方
（
会
社
の
社
会
保
険
の
被

　
扶
養
者
に
な
っ
て
い
る
方
等
）

 

・
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
後
期

　
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

　
る
方
な
ど

※

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民

健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
の
適
用
が
あ

り
ま
す
が
、
申
告
が
な
い
と
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

  

申
告
が
必
要
か
わ
か
ら
な
い
方

　
申
告
が
必
要
か
ど
う
か
確
認
し
た
い

方
は
、
給
与
や
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収

票
を
お
手
元
に
ご
用
意
の
上
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
は
が
き
（
税

　
務
署
か
ら
事
前
に
送
付
を
受
け
た
方

　
の
み
）

〇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
番
号

　
確
認
書
類（
通
知
カ
ー
ド
、マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
が
記
載
さ
れ
て
い
る
住
民
票
）と

　
身
元
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※

控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
、
事

業
専
従
者
も
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が

必
要
で
す
。た
だ
し
、番
号
確
認
書
類
と

身
元
確
認
書
類
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

〇
印
鑑

〇
給
与
・
公
的
年
金
等
の
平
成
30
年
分

　
の
源
泉
徴
収
票
や
事
業
所
得
に
伴
う

　
支
払
調
書（
コ
ピ
ー
不
可
）

※
源
泉
徴
収
票
を
紛
失
し
た
場
合
は
、

申
告
ま
で
に
給
与
や
年
金
の
支
払
者
に

再
発
行
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

〇
収
支
内
訳
書（
営
業
、
農
業
、
不
動
産

　
な
ど
の
事
業
所
得
が
あ
る
方
）

〇
各
種
控
除
証
明
書
（
生
命
保
険
料
・

　
地
震
保
険
料
・
旧
長
期
損
害
保
険
料

　
・
個
人
年
金
保
険
料
・
各
種
社
会
保

　
険
料
等
）

○
障
害
者
手
帳
ま
た
は
障
害
者
控
除
対

　
象
者
認
定
書
（
本
人
ま
た
は
家
族
で

　
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
）

○
申
告
者
本
人
の
預
金
通
帳
（
所
得
税

　
の
還
付
を
受
け
る
方
や
、
新
規
に
口

　
座
振
替
を
申
込
む
方
は
通
帳
と
通
帳

　
印
が
必
要
で
す
）

〇
利
用
者
識
別
番
号
（
番
号
の
交
付
を

　
受
け
て
い
な
い
方
で
町
の
相
談
会
場

　
に
来
場
さ
れ
た
方
は
、
会
場
で
電
子

　
申
告
に
必
要
な
利
用
者
識
別
番
号
の

　
取
得
を
し
て
く
だ
さ
い
）

※

利
用
者
識
別
番
号
は
、
平
成
30
年
分

か
ら
確
定
申
告
書
を
税
務
署
に
電
子
送

信
す
る
た
め
に
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
そ
の
他
関
係
書
類（
申
告
の
内
容
で
添  

　
付
書
類
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
の

　
で
、事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
が
必
要
な
方
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相談会場で提出した方には、税務署から「確定申告のお知らせ」をはがきで送付しています。 申告書等の用
紙は各会場にある備え付けのものを使用してください。 
〇税理士会による無料申告相談会場　〇地方公共団体による申告相談会場　〇青色申告会による相談会場




